
東京地裁が管財人の不当労働行為を断罪 
―日本航空の１６５名の解雇は違法な手続き下で進められた― 

最高裁は高裁判決を根本から見直すべき  

本日８月２８日、東京地裁（民事１９部古久保裁判長）は、東京都労働委員会（以

下、都労委）が日本航空に対して「不当労働行為」と認定した事件［平成２３年（行

ウ）第５１０号］について、日本航空側の主張を退け、都労委の命令通り「不当労働

行為」との判決を下しました。 
２０１０年１１月１５日、日本航空は、更生計画の事業縮小に伴う人員削減策につ

いての労使協議中に、突然、整理解雇方針を発表しました。そして、乗員組合とキャ

ビンクルーユニオンが解雇回避に向け労使対等での交渉を目指して争議権投票の手

続きを進めていたところ、法人管財人（企業再生支援機構）の飯塚ディレクターと加

藤管財人代理が、翌１１月１６日に「争議権を確立した場合には、企業再生支援機構

は、３５００億円の出資はしない」と発言し、整理解雇に対抗する争議権を潰そうと

しました。これは労働組合に対する露骨な支配介入の不当労働行為です。 
この事件は、日本航空のパイロット、客室乗務員１６５名が整理解雇される過程で

起こったもので、解雇手続きの正当性が問われた事件でした。本日の地裁判決で、管

財人の行為が不当労働行為にあたると断罪されたことは、整理解雇が違法な状態で実

施されたことを意味します。特に重大なのは、整理解雇事件で東京高裁が、管財人「絶

対論」・「無謬論」・「善人論」を展開して、私たちの主張を全て排斥し、解雇の正当性

を認めてきたことです。しかし、１６５名の解雇が管財人の「不当労働行為」を伴う

違法な手続き下で実施されたことが明らかとなり、高裁判決の前提は根本から覆され

たことになります。 
都労委命令が出された際に、日本航空は中労委に再審査の申し立てをせず、いきな

り裁判所で争う方針を持ちました。これは管財人を選任したのが東京地裁であること

から、“裁判所は味方”との見通しを持っていたためと推測されます。しかし、その

裁判所からも、半世紀も続いた日本航空の「組合つぶしのためには手段を選ばない」

という分裂・差別の労務政策が指弾されたのです。 
日本航空の今回の不当労働行為は、行政（労働委員会）と司法（裁判所）の双方か

ら断罪されました。私たちは、日本航空が本日の判決を真摯に受け止め、控訴を行わ

ず、都労委命令に従うとともに、不当解雇事件を直ちに自主解決することを求めます。

同時に、最高裁に対しては、本日の判決を踏まえて、解雇事件の高裁判決を取消すこ

とを強く求めます。最後に、司法（裁判所）が法と証拠に基づき良識ある判断を下し

たことに敬意を表します。 
 
２０１４年８月２８日 
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